
【R7年～10年における学校部活動】士別市 中学生のスポーツ・文化活動地域展開 推進ガイドラインR7年８月現在

Ⅰ基本目標・基本方針

生徒が多様なスポーツ・文化活動に参加できる機会の確保目標

・方針１ 連携から展開へ
R８年度から、可能な種目において、休日の部活動の地域展開を進めます

・方針２ 部活動のよさを生かした地域展開
①地域、学校、行政が一体となって地域展開を推し進めます

②部活動としての維持が難しい種目は「地域クラブ」（仮）と位置付け、部

活動に準じたサポートを受けられるようにします

・方針３ 情報発信と連携
士別市の「地域展開」についての理解を促進し、双方向の連携を進めます

基本

方針

Ⅱ 令和 7年現在の士別市における学校部活動の状況

Ⅳ 地域スポーツ・文化活動の地域展開に向けた準備体制

Ⅲ 令和７年～10 年（推進期間・前期実行期間）の間に目指す姿（案）

季節部活動

スキー、柔道、剣道、水泳、陸上

部活動

地域連携（地域指導者）

サッカー

バドミントン

拠点校部活動
【士中】バスケットボール（女）

【士中】バレーボール（女）

【南中】卓球（男女）

【南中】ソフトテニス（女）

部活動（単独）
【士中】吹奏楽

【南中】陸上、吹奏楽、美術

【上中】卓球

【朝中】陸上、総合文化部

地域活動 社会教育課 HP掲載団体
・上士別吹き矢の会

・士別ウエイトリフティング協会

・士別ウエイトリフティングス

ポーツ少年団

・士別カーリング協会

・士別トランポリン協会

・士別レスリング協会

・スポーツウェルネス吹き矢福

ん快

・士別水泳少年団

・朝日剣道連盟

・士別合気会

・士別誠心館道場

スポーツ協会 HP 掲載団体
・士別空手道

・士 別 A C
・KAMIKAWA・士別ｻﾑﾗｲﾌﾞﾚｲｽﾞ
ｼﾞｭﾆｱ

他市町村の団体
・絵本の里けんぶちジュニアチアリーデ

ィングクラブ

スポーツ協会実施事業
・競技力向上事業

メンタル、栄養、コンディ

ショニング、クリニック

部活動との連携実態がある団体

・士別女子ミニバスケットボール

少年団合同活動
野球 ※R7は士中・南中・風

連中・下川中・智恵文小中学校と。

次年度は未定

休日の地域展開
平日も含め

た地域展開

地域クラブ（仮）
【予定】バスケットボール（男）

【R10 年までの間の部活動】
種目の実態に応じ

「部活動」

・地域連携部活動（地域指導者）

・拠点校部活動

・合同部活動

・部活動（単独）

・季節部活動

「地域クラブ（仮）」（部活動に準ずる活動として）

上記のどの形をとることが「生徒が多様なスポー

ツ・文化活動に参加できる機会の確保」につながるか

を、「協議会」及び関係者の協議を経て考えていきます。

士別市教委の役割

「事務局」
地域スポーツ・文化活動の実施体制整備／生徒等のニーズ把握／協

議会の開催／受け皿の確保・支援／財源の確保・支援／道・学校・

スポーツ団体等の調整

事務局提案事項の検討／「事務局-協会」「学校-協会」等の橋渡し

／「地域展開の理念」等の地域・保護者の理解への協力
「協議会」の役割

「推進」

学校の役割

「環境整備と実施協力」

・生徒に関わる情報共有

・「ガイドライン」の共有

・「地域展開の理念」等の生徒・

保護者の理解推進への協力

受け皿（地域クラブ・少年団等）の役割「実施と責任」

◆参加生徒管理：募集・入会手続き／名簿作成 ◆指導者管理：確保／活動方針の説明／活動チェック

◆会計管理：帳簿作成／会計報告／物品購入等

◆会場管理：会場の確保／割当／周知／変更・中止連絡／会場費支払（学校以外）

◆情報管理：生徒・保護者への連絡／指導者との情報共有／学校・市教委との情報共有

保護者の役割「支える」

・必要な費用の負担

・送迎への協力

・「地域展開の理念」等の

理解と支援

参加生徒
・地域クラブ ・少年団

・部活動（拠点校・合同・単独・季節）

・その他 地域の活動



Ⅶ 「学習指導要領」等及び本市の各種計画との関連

Ⅷ 令和 7年度のスケジュール

Ⅵ 現状・背景（国の方針、市の現状、課題）

少子化

・R7年 317名の市内中学生が R13年には
257名に（20％減の見込み）

・進学する中学校によっては希望する部活

動がない（約 15％が部活も学校以外の活
動もしていない）

→多様なニーズへの対応が困難

教員業務の役割分担

・教員数が減少し、子どものニーズに応じ

た設置が困難

・顧問の約７割が競技・活動経験のない部

活動を担当

→教員のみでの部活動運営が困難

スポーツ庁・文化庁の方向性

・休日の部活動から段階的に地域に展開

していくこと

・地域のスポーツ団体等と学校との連携、

協働の推進を行うこと

→部活動の教育的意義を継承発展させ、新

しい価値を創出

教育的意義(自主・自発的活動)

学習指導要領 総則

・ 体力や技能の向上

・ 好ましい人間関係の構築

・ 学習意欲の向上

・ 自己肯定感、責任感、連帯感の涵養

→学校教育の一環として、教育課程との関

連が図られている

指導者・受け皿の確保

・受け皿となる 地域クラ

ブの立ち上げ支援

・指導者の確保、派遣、管

理

↓
事務手続き等の補助

団体の認可・連携・調整

人材バンクの運用

指導者募集及びマッチング

環境の充実

・ 学校施設や備品の利用

・ 公的施設の利用と条件

の整理

・ 活動に関わる支援

↓
活動場所調整・優先利用

財政確保（市の補助等）

備品利用条件整備

地域展開 に関わる発信

・協議内容等を広く発信

・双方向の連携を推進

↓
ホームページ等での情報発

信

周知内容を踏まえた各団体

との協議

Ⅴ 具体的な体制整備

士別市民憲章
わたくしたちは、天塩川の源流にはぐくまれた士別市民です。 屯田の開拓精神をうけつぎ、

人と大地が躍動するすこやかなまちをつくるため、この憲章を掲げ実践に努めます。

1．自然を愛し 美しいまちをつくります

1．人を愛し 心ゆたかな文化のまちをつくります

1．しごとを愛し 活気みなぎるまちをつくります

1．スポーツを愛し 元気なまちをつくります

1．夢を語り 未来に広がる明るいまちをつくります

士別市教育行政

執行方針

学習指導要領

（H29 年告示）

北海道教育推進計画

（2023～2027）

上川まなびフォーカス

第２期

士別市スポーツ推進計画
（平成 30(2018)年度
～令和７(2025)年度）

士別市 中学生のスポーツ・文化活動
地域展開 ガイドライン

生
涯
学
習
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

士別市教育大綱
基本理念

士別市は、すべての市民が生涯のあらゆる段階で、さまざま

な機会をとらえて主体的に学ぶことで、個性や能力を伸ばせる

環境を整えます。

すべての子どもたちが、士別で育ち・学ぶことに誇りを持

ち、自らの意志を持って、人にやさしく、自分を大切にし、夢

の実現に向かって進む豊かな人格を養うことをめざします。

歴史と文化を尊重し、士別市が豊かな社会地域として発展し

ていく主役となる人づくりをみんなの力で進めます。

第２期士別市人づくり・
まちづくり推進計画

基本理念
市民一人ひとりが、いきいきと世代を

超えて学びあい、多様な学習と交流のネッ

トワークのもとに、学んだことを活力ある

まちづくりに生かしていくことを目指し

て、基本理念を「心豊かに 生涯学び続け

人・文化きらめくまち」とします

士別市まちづくり総合計画
手塩の流れとともに 人と大地が躍動する すこやかなまち

- 地域力を高め、地域力で進めるまちづくり -


